
税務方針 

 

YOKOGAWA は、事業のグローバル化に伴い、事業活動を行う国・地域において納税義務を適正に履行する

ことで、企業としての社会的責任を果たし、持続可能な経済に貢献することができると理解しています。税務処理

にあたっては、適切な税務リスク管理を実施するために下記事項を遵守しています。 

 

・各国の税務関係法令等の遵守を最優先し、立法趣旨を逸脱する解釈による優遇税制等の適用は行わず、適

正に納税します。 

・税務に関係ある会計処理およびその関連措置については、適切な税務対応を行います。 

・税務に関するガバナンス体制を整備し、税務コンプライアンス意識の向上に努めます。 

・OECD移転価格ガイドライン、BEPS*行動計画などの税務の国際基準を尊重し、税務対応を行います。 

・各国外関連者の機能及びリスク分析に基づき、それぞれの貢献に応じた適切な利益配分を設定し、独立企業

間原則に則った取引を実現します。 

・事業実体の伴わない意図的な租税回避行為や軽課税国を利用した濫用的な税務プランニングは行いません。 

・租税回避を目的としたタックスヘイブンの利用は行いません。なお、実効税率の引き下げや法令改正等により

タックスヘイブン税制の対象となる場合には、適正に申告納税を行います。 

・二重課税の排除や適切な優遇税制の適用など税金費用の適正化に努めます。 

・法令の適用・解釈に関して不確実性がある場合は、外部専門家への助言を求めた上で税務リスクの低減に努

めます。 

・各国における税務当局と誠実で良好な協力関係を構築し、維持、発展させることに努めます。 

 

*BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）：税源浸食と利益移転 

 

 

 


